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令和3年4月28日 成立

附帯決議（１４項目）

三 流域治水の取組においては、自然環境
が有する多様な機能をいかすグリーンインフ
ラの考えを普及させ、災害リスクの低減に寄
与する生態系の機能を積極的に保全又は再
生する ことにより、生態系ネットワークの形
成に貢献すること。
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特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律（流域治水関連法）

流域治水の推進にあたっては、
環境分野の取り組みも重要
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グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境

が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

自然環境が有する多様な機能

グリーンインフラとは

国土形成計画（平成27年8月閣議決定）
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従来から自然環境が持つ機
能を 活用し、防災・減災、
地域振興、 環境保全に取り
組んできた

と令和元年東日本台風時に、公園
一体となった遊水地が鶴見川の水
を貯留し災害を防止するなど、
気候変動に伴う災害の激甚・頻発
化への対応に貢献

コロナ禍を契機として、自然豊か
なゆとりある環境で健康に暮らす
ことのできる生活空間の形成が
一層求められている

まSDGs、ESG投資への関心が高
る中、人材や民間投資を呼び込む
イノベーティブで魅力的な都市空
間の形成に貢献

グリーンインフラは、植物の生育
など時間とともにより機能を発揮。
地域住民が計画から維持管理まで
参画できる取組

グリーンインフラの活用により、防災・減災、
国土強靱化、新たな生活様式、SDGsに貢献する
持続可能で魅力ある社会の実現を目指す

グリーンインフラ
で 守る

グリーンインフラ
で 呼び込む

グリーンインフラ
で つなぐ

グリーンインフラ
で 憩う

鶴見川多目的遊水地
（神奈川県横浜市）

オープンスペースを活用した
健康イベント（東京都立川市）

緑や水が豊かなオフィス空間
の形成（東京都千代田区）

地域住民による緑地の維持管理
（新潟県見附市）

グリーンインフラがもたらす多面的な効果
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グリーンインフラを取り入れた流域治水

流域治水プロジェクト × グリーンインフラ

地域振興防災・減災 環境

■貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・
遊水機能を有する土地を保全

■治水対策における多自然川づくり

■自然環境の保全・復元などの自然再生

■健全な水循環系の確保(水環境)

■生物の多様な生息･生育環境の保全・創出に
よる生態系ネットワークの形成

■魅力ある水辺空間・賑わい創出
（かわまちづくり）

■河川環境学習の促進

■インフラツーリズム事業者との協働による
賑わい創出、地域活性化

■ミズベリング・プロジェクトの推進による
賑わい創出、地域活性化

自然環境が有する多様な機能を活用し、
持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める
グリーンインフラを取り入れた流域治水の推進

河川環境分野で可能な取り組みの事例
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流域治水×グリーンインフラ 河川環境分野の取り組み

河川事業と公園事業の共同事業により、河
川の洪水調整機能を備えた多目的遊水地と
して整備

環

境

地
域
振
興

地域と行政が一体となり整備した大規模湿
地再生

池を中心とした自然とのふれあいや、スポーツ
などの心身を育む場（世界規模のパークラ
ンや吹奏楽部を誘致した音楽祭など開催）

休耕田の湿地化の活動を支援するととも
に環境学習、研究拠点として活用

コウノトリ米はブランド米として高値で取引され、
バードウォッチャーなど、年間約7千人が訪れる

川とまちが一体となった地域の憩いと賑わい
の場を創出

水辺を愛する多くの人を巻き込み、まちと水
辺が一体となった魅力ある街づくり
（ミズベリングでみんなをつなぐ）

・水辺の健康増進プログラム（ピラティス）
・SUP上での水上ヨガ

水辺を生かした地域の賑わいを創出

河川の改修にあたり自然環境や周辺景観等
と調和した川づくり 市街地の貴重な安らぎ空間として利用

水辺での遊び、自然体験・学習の場として
子供達の健やかな成長支え育くむ

防
災
・
減
災
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流域治水×グリーンインフラの取組事例

○鶴見川流域では、急激な都市化に伴い流域の保水・浸透機能が低下し、水害が頻発するようになった。

○国と横浜市が連携し、スタジアムや芝生広場を有する都市公園等と一体となった遊水地を整備。平常時は都市の憩い の空間
や多様な生物の生息場として機能。豪雨時には防災・減災に寄与。

○令和元年東日本台風の際には、鶴見川の水を一時的に貯留することで周辺地域での災害発生を防止。

鶴見川多目的遊水地（神奈川県横浜市）
令和元年東日本台風時には、約９４万m3

の河川水を貯留し、災害発生防止に寄与

遊水地内のスタジアムにおいて、 ラ
グビーW杯を予定通り開催

(10/13)

鶴見川多目的遊水地

鶴見川

出典: （ 公財）横浜市スポーツ協会、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所（鶴見川多目的遊水地パンフレット、令和元年10月16日 ニュースリリース）、令和２年第８回経済財政諮問会議 資料4

日産スタジアム

最高水位
▽ T.P. +4.86m

T.P.
+4.0mT.P. +2.5m

越流堤

T.P.
+6.6m

鶴見川

平常時は公園として活用

日産スタジアム

令和元年10月13日流入時・出水時

H.W.L.

約94万㎥を貯留した
鶴見川多目的遊水地

都市公園
（遊水地）

10月13日 6時30分頃
ドジョウ田植えイベント（環境教育）

提供 （公財）横浜市スポーツ協会

コサギ

平常時はスポーツや環境教育イベントの場として活用されると共に、 多様
な生物の生息場としても機能

ヘイケボタル
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市民の憩いの空間として機能する
グランモール公園提供 横浜市

提供 横浜市

提供 横浜市

畑の土を深く耕すことによ り
、保水・浸透機能と生産 性
を高める試験的な取組

出典:横浜市提供資料、グリーンインフラ総研

提供 横浜市

○横浜市では、SDGｓ未来都市計画、中期４か年計画、環境管理計画、水と緑の基本計画、下水道中期経営計画等の 各種計
画に基づき、分野横断によるグリーンインフラの活用を総合的に推進。

○グランモール公園（2018年再整備）では、浸透側溝や保水性舗装、植栽地等から地中に浸透させた雨水を雨水貯留 砕石に
保水させることにより、樹木や保水性舗装からの蒸発散による微気象の緩和、樹木の良好な育成、緑陰の形成 を促し、憩い・
賑わい空間の形成、暑熱緩和対策、浸水対策等の機能を発揮。

○公園の新設や更新の機会に合わせたレインガーデンや、浸水対策・水循環の再生を目的とした雨水浸透ますの設置、 農地の
保水・生産機能を高めるための基盤整備等にも取り組み、流域全体における雨水の貯留浸透機能の向上を図る ことで、気候変
動に適応した減災の取組を推進。

流域全体での雨水貯留浸透機能の活用（神奈川県横浜市）

レインガーデン

広場や園路を改良し、周辺
の雨水を集めるレインガー
デンを整備することで保
水・浸透機能の向上と植栽
の良好な育成を図る

農地での作業状況

提供 グリーンインフラ総研

側溝・保水性舗装から入った雨水は、雨水
貯留浸透基盤により地表までしみ上がり、 蒸
発散作用により気温の低減効果が発揮

流域治水×グリーンインフラの取組事例
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（参考）流域治水とグリーンインフラの関係

■令和２年７月 社会資本整備審議会 答申（抜粋）
「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について」～あらゆる関係者が流域全体で行う持

続可能な「流域治水」への転換～

○自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進めて
いく グリーンインフラの概念を取り入れつつ、流域治水を進めるべきである。

○流域保水・遊水機能の保全・再生や耕作放棄地を含む水田・農地の活用・保全は生物の生息・
生育・繁殖環境の保全や創出に有効に機能すると同時に、治水対策としても有効である場合が
ある。

○流域治水を進める上で、生態系ネットワークに配慮した自然環境の保全や創出、かわまちづくり
と連携した地域経済の活性化やにぎわいの創出など、防災機能以外の多面的な要素も考慮し、
治水対策を適切に組み合わせることにより、持続可能な地域づく
りに貢献していくべきである。

○災害復旧・復興の際に、気候変動の影響を考慮することに加え、生態系ネットワーク等に配慮し、
場が持つ多面的機能の発揮も意識し水災害対策を進めることが望ましい。

■令和3年４月 衆議院 国交委員会 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案
に対する付帯決議 （抜粋）

○流域治水の取り組みにおいては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの考

えを推進し、災害リスクの低減に寄与する生態系の機能を積極的に保全又は再生することにより、
生態系ネットワークの形成に貢献すること。
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（参考）特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律（附帯決議事項）
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斐伊川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～斐伊川治水３点セットの総仕上げ～

○ 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、斐伊川水系においても、事前防災対策を進める必要があります。
○ 砂河川である斐伊川は、河口部等の下流域に土砂が堆積しており、典型的な天井川を形成していることから、一度氾濫が発生すると被害が甚大化するおそれがあります。また、中海と宍
道湖を結ぶ大橋川は、断面が小さく水はけが悪いことに加え、周辺は低平地のため氾濫した場合、浸水被害が長時間継続するおそれがあるといった特徴があります。昭和47年7月洪水に
より、松江市街地が一週間にわたり浸水被害が発生したこと等を踏まえ、大橋川改修や内水対策等の事前防災対策を進めます。
○ 以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和47年7月洪水と同規模の洪水に対して、家屋浸水を防止し、流域における浸
水被害の軽減を図ります。あわせて、迅速かつ適切な情報収集・提供体制を構築し、ホットラインを含めた確実な避難行動に資する情報発信等の取り組みを実施し「逃げ遅れゼロ」を目
指します。

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・防災学習、出前講座、研修、訓練等を通じた地域住民・企業等へ
の意識啓発

・マイ・タイムラインの普及促進
・各種ハザードマップの作成・更新
・まるごとまちごとハザードマップの推進
・水害リスクの高い危険な箇所の点検と周知
・情報配信ツールを活用した防災情報の提供（伝達手段の多重化）
・感染症に配慮した避難所環境の整備
・地域防災体制の構築支援
・水位計・監視カメラの設置
・高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表 他

●被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画に基づく水害リスクの低い地域への居住誘導

昭和47年7月豪雨
松江市など約70km2が1週間以上浸水
死者12名、浸水家屋約25,000戸※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

凡例

県境

流域界

大臣管理区間

既設ダム（直轄）
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（昭和47年7月洪水実
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河道拡幅・堤防
整備・水門整備

堤防強化対策
堤防整備

堤防強化対策

湖岸堤整備

湖岸堤整備
湖岸堤整備

湖岸堤整備

湖岸堤整備 堤防整備

河道拡幅・河床掘削・堤防整備

【島根県】

河道拡幅・河床掘削

おくいずもちょう

奥出雲町

河道拡幅・河床掘削

河道拡幅・河床掘削・堤防整備

河道拡幅・堤防整備

【島根県】

【島根県】

【島根県】

【島根県】

河道拡幅・河床掘削・堤防整備

【島根県】

【島根県】

河道拡幅・河床掘削・堤防整備

【島根県】

【島根県】

河道拡幅・堤防整備

【島根県】

河道拡幅・河床掘削

【島根県】

河道拡幅・掘削・放水路整備

【島根県】

排水ポンプ増設

【島根県】

河道拡幅・河道掘削・堤防整備

【鳥取県】

雨水管渠整備

雨水ポンプの増設・耐震化・雨水管渠整備

普通河川の浚渫

雨水ポンプ場の整備

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防（湖岸堤含む）整備、河床掘削、河道拡幅、堤防強化対策、
河道付替、放水路整備、水門整備、排水ポンプ増設、樹木伐採

・農業水利施設の整備、排水機場の更新・改修等
・下水道等の排水施設（雨水管渠、雨水ポンプ場等）の整備、雨水
ポンプ場整備（ポンプ増設、耐震化）

・利水ダム等11ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
（関係者：国、島根県、中国電力(株)等）

・砂防設備、急傾斜地崩壊対策施設、地すべり対策施設の整備
・治山対策、森林整備（国、機構、県、公社、市町、林業事業体）

中村排水機場（新設）

論田川排水機場（改修）

布崎排水機場（改修）

【中国四国農政局】
【中国四国農政局】

【中国四国農政局】

揖屋排水機場の更新

【中国四国農政局】

農業水利施設の整備

河道掘削・樹木伐採

河道拡幅・河床掘削・堤防整備

河道付替・河道拡幅・河床掘削・堤防整備

河道拡幅・堤防整備

【鳥取県】

【鳥取県・島根県】

立地適正化計画に基
づく水害リスクの低
い地域への居住誘導

立地適正化計画の策定

防災学習等を通じた地域住民・
企業等への意識啓発

水防災教育支援

治山対策、森林整備

砂防設備、急傾斜地崩壊対策施設、地すべり対策施設の整備

利水ダム等11ダムにおける事前放流等の実施、体制構築

位
置
図

斐伊川流域

立地適正化計画の策定

大橋川改修（松江市東津田地区）防災指針の検討イメージ

流下能力確保対策

下水道等の排水施設の整備
雨水ポンプ場の整備イメージ
(境港市渡地区）

【近畿中国森林管理局、森林研究・整備機構等】

【島根県等】

【ダム管理者】

【島根県】

松江市

●グリーンインフラの取り組み 詳細次ページ
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斐伊川流域

斐伊川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～斐伊川治水３点セットの総仕上げ～

➣斐伊川は、その源を船通山に発し、全国的にもまれな連結汽水湖である宍道湖及び中海はラムサール条約の登録湿地であり、西日本有数の水鳥の飛来地
となっているほか、斐伊川本川及び神戸川にも豊かで多様な動植物が息づき良好な景観が形成されている等、斐伊川水系は次世代に引き継ぐべき豊かな
自然環境が多く存在しています。
➣中海・宍道湖において、マガン、白鳥などが安心して越冬できる里づくりを目指し、今後概ね10年間で水鳥類のねぐらや餌場環境の整備を行うなど、
自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。

◆自然環境の保全・復元などの自然再生、健全な水循環系の回復
・浅場造成
・覆砂の整備による生物の生息・生育・繁殖環境の再生と自然浄化機能の回復

◆生物の多様な生息・生育環境の創出による生態系ネットワークの形成
・大型水鳥のねぐら、採餌場等の生息環境の保全・再生
・生態系ネットワークと連携した観光振興

◆治水対策における多自然川づくり
・貴重な植物の生育環境の再生・創出
・生物に配慮した護岸整備
・水の都松江にふさわしい景観の保全・創造

◆魅力ある水辺空間・賑わい創出
・中海・錦海かわまちづくり
・宍道湖・大橋川かわまちづくり
・木次地区斐伊川かわまちづくり

中海・錦町かわまちづくり

生物・景観に配慮した護岸

重要な種の保全

浅場造成・覆砂整備

水鳥生息環境保全

コアマモ等の移植

木次地区斐伊川かわまちづくり

水鳥生息環境保全

水鳥生息環境保全

イメージ

◆自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・大型水鳥を観察するエコツアー
・ミズベリング松江協議会による水辺利用の創造
・小中学校などにおける河川環境学習
・景勝地等の景観の保全

河道拡幅・
堤防整備

志津見ダム 砂防堰堤

堰堤スリット化、魚道設置

いずもし
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まつえし
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やすぎし
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中海

湖岸堤整備

河道拡幅・河床掘削

河道拡幅・河床掘削

河道拡幅・河床掘削

河道拡幅・河床掘削

河道拡幅・河床掘削
河道拡幅・河床掘削

河道掘削

河床掘削

河道付替・河床掘削

多様な生息環境の保全

多様な生息環境の保全

多様な生息環境の保全

多様な生息環境の保全

多様な生息環境の保全

多様な生息環境の保全

多様な生息環境の保全

多様な生息環境の保全多様な生息環境の保全

湖岸堤整備

浅場再生

浅場再生

宍道湖・大橋川かわまちづくり

大橋川

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

志津見ダム

0 5 10 20km

環境学習 社会実験
オープンカフェ

凡例

県境

流域界

大臣管理区間

既設ダム（直轄）

治水メニュー

グリーンインフラ
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宍道湖に飛来する大型水鳥）

マガンの生息環境保全

水鳥の生息環境保全

大橋川の治水対策における景観保全・創造 大橋川の治水対策における
生物の生息・生育環境の保全・創出

周辺景観を阻害しない水門整備

地域と調和した護岸材活用

ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ
ヨシ原再生

水鳥観察エコツアー

自然環境の保全・復元（浅場造成・覆砂）

●グリーンインフラの取り組み 『 連結汽水湖を有する斐伊川水系の多様な生物生息環境の再生 』

宍道湖・大橋川かわまちづくり



斐伊川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～斐伊川治水３点セットの総仕上げ～

○ 斐伊川水系では、昭和47年7月洪水を契機に上流、中流、下流の流域全体で治水を負担することとし、上流の尾原ダム・志津見ダム、中流の斐伊川放水
路が完成し、斐伊川治水3点セットの総仕上げとして、下流の大橋川改修と湖岸堤整備等を推進しており、これにあわせて国、県、市町が一体となって、
以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】
松江市街地での浸水被害を防止・軽減するため、大橋川改修を実施。あわせて、近年被害が頻発している中海の湖岸堤整備を実施。
また、下水道等の整備、防災指針の策定を推進し、ソフト対策として、マイ・タイムラインの普及促進、ハザードマップの更新等を実施。

【中長期】
引き続き、大橋川改修、中海湖岸堤整備を推進するとともに、斐伊川の堤防強化、宍道湖の湖岸堤整備等を実施。
あわせて、農業水利施設の整備、治山・森林整備等を推進するとともに、ソフト対策として、防災学習等の推進、住民等への情報伝達手段の多重化
等を実施。

■事業規模
河川対策（約1,410億円)
下水道対策（約33億円)

【ロードマップ】※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

区分 対策内容 実施主体
工程

短期 中長期

氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

大橋川改修、
中海・宍道湖湖岸堤整備、
斐伊川堤防整備・堤防強化

中国地方整備局

河道拡幅、河床掘削、堤防整備、
河道付替

鳥取県、島根県

排水ポンプ・雨水ポンプの整備、
雨水管渠整備、
普通河川の拡幅・浚渫等

島根県、米子市、境港市、松江市、
安来市、雲南市

農業水利施設の整備、
排水機場の更新・改修等

中国四国農政局、島根県

治山対策・森林整備 近畿中国森林管理局、森林研究・整備機構、
島根県、島根県林業公社、松江市、出雲市、
安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、林業事業体

被害対象を減少させ
るための対策

立地適正化計画に基づく居住誘導 松江市、雲南市

被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

防災学習、出前講座、研修、訓練
等を通じた地域住民、企業等への
意識啓発

中国地方整備局、鳥取県、島根県、
各市町

住民への情報伝達手段の多重化
等

鳥取県、島根県、出雲市、安来市、
雲南市、奥出雲町

要配慮者利用施設の避難確保計
画の作成支援

鳥取県、島根県、出雲市、雲南市、
奥出雲町、飯南町

グリーンインフラの取組 例） 雨水浸透貯留施設
浅場造成
生態系ネットワークの形成
○○地区かわまちづくり

等のメニューを記載

各施策で記載のこと

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

大橋川狭窄部の拡幅(上流)

宍道湖・中海湖岸堤整備(中長期箇所)中海湖岸堤整備(短中期箇所)

斐伊川本川堤防強化斐伊川本川堤防整備

鳥取県、島根県、雲南市、奥出雲町、飯南町

出雲市

鳥取県、島根県、出雲市、安来市、雲南市

奥出雲町

計画策定

排水機場の改修等(農政局)

排水機場の更新(農政局)、農業水利施設整備(島根県)

大橋川狭窄部の拡幅(下流)

河道拡幅・河床掘削・堤防整備等(短中期箇所)

河道拡幅・河床掘削・堤防整備・放水路整備、樹木伐採等(中長期箇所)

ポンプ増設・耐震化(安来市)雨水管渠整備(安来市)

雨水ポンプ場整備(境港市), 雨水管渠整備(松江市)排水ポンプ増設(島根県)

普通河川の浚渫等(中長期箇所)普通河川の拡幅・浚渫等(短期箇所)

流域内（国有林整備、水源林整備、保安林整備、造林事業）

生態系ネットワーク形成

○○地区かわまちづくり

計画策定

浅場造成 ※全ページ緑枠のメニュー毎に工程を記載すること
※頁が不足する場合は、次ページ（
参照）と明記し、事項に整理すること

イメージ




